
B 地区藤沢自治会役員会議事録（第４５期第８回） 

 
1．日 時 ２０２２年１２月１１日(日) １４:００～１６:１0 

2．場 所 B 地区集会所 洋室 

3．出席者 会長（Y）、副会長(S)、副会長(S)、総務(O)、会計(P)、 

(敬称略) 集会所(K)、防犯防災(T、S)、交通(O)、環境(M)、 

体育(I、U、M)、福祉(S、S)、広報(S、K)  

  欠席者  なし 

4．議事 

１）配布資料：全役員配布 

・第６回役員会議事録（確認用） ：広報 

・役員問題検討委員会からの提案(会議次第に含む)：会長 

・高齢化対策の提案と検討状況：交通 

・[B 地区集会所]集会所建替え準備委員会(第２回)議事録：B 茅ヶ崎 

各街区回覧物として配布 

・仲間の会の回覧資料：仲間の会 

２）会長からの報告： 

市からの交付金について 

事務費交付金世帯割額「42,900 円」、事務費交付金均等割額「7,000 円」、 

広報配布交付金「47,850 円」合計「97,750 円」が 12 月~1 月に振り込まれる。 

３）総務部からの報告：なし 

４）集会所運営からの報告： 

12 月７日(水) 集会所洋室 2 台のエアコン交换工事実施した 

計:451,000 円 B 藤沢負担額:153,340 円 

５）会計からの報告：なし 

６）交通安全からの報告： 

  １．11 月 15 日 年末の交通事故防止運動地区推進会議に出席した 

    北警察から湘南大庭地区は自転車事故が多い、ヘルメットの着用努力義務は 

    １年以内に実施される、などの説明があった。 

  ２．12 月 12 日とうきゅう入り口前で街頭キャンペーンを実施予定で参加する。 

  ３．11 月に実施した滝小保護者調査の回覧回収が完了し、13 名が学童誘導当番となった。

時期は年度末頃決まる予定。 

７）環境衛生からの報告： 

  1２月１０日(土)９:00～ポイ捨て無くし隊(第３回目)実施され、参加した 

８）防犯防災部からの報告： 

１．2023 年 2 月 18 日(土)安否確認訓練終了後に、消火訓練を実施する 

    場所：東羽根沢公園 

内容：水消火器による消火訓練 

       藤沢北消防署より数名の署員が指導のため来る 

    B 茅ヶ崎自治会と合同で実施したい旨提案中 

    11 月 24 日藤沢北消防署へ消防訓練等届出書を提出し、同日受付完了した 

    11 月 25 日茅ヶ崎市役所へ公園内行為許可申請書を提出し、11 月 29 日茅ヶ崎市 

から許可書を受理したので役所への手続きは完了した 



２．11 月 18 日 14 時から大庭市民センターで防犯パトロール隊のつどいに出席した 

①藤沢北警察署 河井さんから大庭地区の犯罪発生状況の説明があり、  

１位は自転車の盗難、２位は詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺)とのことである 

②藤沢消費生活センター大道さんから 悪質商法の手口と対処法の説明があり、 

インターネット社会では誰でもターゲットになり、高齢者の相談が増加している 

詐欺にあったらあきらめない、必ず解決の道はある。 

困った時は藤沢市消費生活センターへ  

３．12 月 20 日湘南大庭地区防犯協会「街頭キャンペーン」が行なわれる 

場所：湘剤とうきゆう入口前：午前 10 時～ 

イオン藤沢店入口前：午前 11 時～ 

９）広報部からの報告：なし 

10）体育青少年部からの報告： 

  １．クリスマスプレゼントとして、500 円の図書カードを 57 名分購入した。 

購入費用は 28,500 円で、内訳はクリスマス会参加予定のＢ茅ヶ崎小学生 18 名分、 

Ｂ藤沢の中学校以下の子どもたち 39 名分です。 

    クリスマス会当日に参加した子どもたちには当日に渡し、それ以外の方は後日配布 

予定です。 

11）福祉部からの報告： 

1．年末たすけあい共同募金の各街区からの集金が終わったら納めに行く 

 

12）集会所建替問題について： 

1．11 月 20 日（日）15 時から集会所建替検討委員会開催した 

2．1 月の委員会で、総会議案と規約を検討する。 

2 月「集会所建替検討委員会運営規定」（仮称）の案作成 

3 月 総会資料に、「集会所建替検討委員会運営規定」（仮称）（案）を盛り込む 

4 月 総会にて承認決定 → 活動開始 

 

13）高齢化に対して自治会運営について検討 

  役員問題検討委員会から提案された案について検討 

①防災防犯は、１名では無理だと思う。 

②体育青少年も、１名ではきつい、相談相手として２名体制がよい。 

③福祉部は、協議会参加、募金の収集、副会長兼務でできないこともない。 

④集会所は、前期後期で茅ヶ崎と交代で行っているが集会所の管理作業（ワックスがけ 

等）があるので難しい 

⑤環境安全部は、地区の協議会に出席ができないことも出てくる 

(必須ではなく欠席も可能:会長) 

  ⑥広報部は広報配布、議事録作成、自治会だよりと２名で手一杯で無理 

各部の意見からは、この提案の役員数では無理ではないかという状況だが 

いろいろな議論があって結論は出ていない 

 

14）次期役員選出調整委員会の設置 

三役４名を除いた役員から、５名選出した 

職務内容：次期役員募集の告示と募集 

説明会の実施 



調整会議の開催 新役員の選出 総会議案作成 

前期の電子ファイルを総務で確認、選出委員にに送る 

――――――――――― 

互選により下記の通りとした 

委員長（環境)、副委員長 (会計)、幹事 (広報)、委員、(体育)、(福祉) 

 

                          ― 以上 ―  

 

 

次回役員会 : ２０２３年 1 月８日（日）１４時からです 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

※役員会終了後、防犯パトロールが実施された 


